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目

次

告

示
農
業
近
代
化
資
金
の
利
子
補
給
率
の
一
部
改
正

（
農

業

振

興

課
）

一

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
二
件
）

（
農

村

整

備

課
）

一

換
地
計
画
書
の
縦
覧

（

〃

）

二

公
有
水
面
埋
立
て
の
竣
功
認
可

（
漁

港

課
）

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

（
砂

防

課
）

三

公

告
建
設
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
（
二
件
）

（
管

理

課
）

五

都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
縦
覧

（
都

市

計

画

課
）

六

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

（

〃

）

七

都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
縦
覧

（
下
水
道
推
進
課
）

七

告

示

島
根
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

農
業
近
代
化
資
金
の
利
子
補
給
率
（
平
成
十
一
年
島
根
県
告
示
第
九
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
三
月
十
九
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
九
日
前
に
島
根
県
農
業
近
代
化
資
金
の
利
子
補
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七

年
島
根
県
規
則
第
一
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
利
子
補
給
の
承
認
を
受
け
て
い
る
農
業
近
代
化
資
金
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

表
中
「
年
〇

四
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
〇

五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

島
根
県
告
示
第
三
百
七
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営

土
地
改
良
事
業
計
画
を
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に

供
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
利
害
関
係
人
で
当
該
事
業
計
画
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
後
十
五

日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

浜
八
島
地
区
用
排
水
施
設
事
業
（
県
営
土
地
改
良
総
合
整
備
事
業
）
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

告
示
の
日
か
ら
二
十
一
日
間

三

縦
覧
の
場
所

出
雲
市
役
所

島
根
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営

土
地
改
良
事
業
計
画
を
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に

供
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
利
害
関
係
人
で
当
該
事
業
計
画
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
後
十
五

日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称
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（
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日
）
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浜
八
島
地
区
農
道
事
業
（
県
営
土
地
改
良
総
合
整
備
事
業
）
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

告
示
の
日
か
ら
二
十
一
日
間

三

縦
覧
の
場
所

出
雲
市
役
所

島
根
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
三
条
資
格
者
施
行
申
請
人
代
表
か
ら
姉
垣
内
地
区
の
換
地
計
画
認
可
の

申
請
が
あ
り
、
同
法
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
の
結
果
こ
れ
を
適
当
と
決
定
し
た
か

ら
、同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
利
害
関
係
人
で
当
該
換
地
計
画
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
後
十
五

日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

換
地
計
画
書

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
五
年
四
月
八
日
か
ら
二
十
一
日
間

三

縦
覧
の
場
所

益
田
市
役
所

島
根
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
有
水
面
埋
立
て
を
竣
功
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

竣
功
認
可
の
年
月
日

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二

竣
功
認
可
を
受
け
た
者

松
江
市
殿
町
一
番
地

島
根
県

代
表
者

島
根
県
知
事

澄
田
信
義

三

埋
立
区
域
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積

（ ）1

位
置

隠
岐
郡
都
万
村
大
字
津
戸
字
小
畑
一
三
〇
三
番
地
四
地
先
の
公
有
水
面

（ ）2

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
、
①
の
点
と
⑥
の
点
と
を
結
ぶ
、
平
成
十
年
の
「
秋
分
の

日
（
九
月
二
十
三
日
）
」
の
満
潮
位
（
Ｃ

Ｄ

Ｌ
＋
〇

六
〇
九
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸

地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。

①
の
地
点

隠
岐
郡
都
万
村
大
字
津
戸
字
四
敷
島

四
敷
島
灯
台
の
北
東
方
七
四
〇
ｍ
の
「
シ
ャ

グ
リ
隠
岐
シ
ャ
グ
リ
灯
標
（
北
緯
三
三
度
〇
九
分
三
三
秒
、
東
経
一
三
三
度
一
四
分
四

三
秒
）
」
か
ら
二
七
度
一
二
分
一
九
秒
、
一
、
四
六
五

五
〇
ｍ
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
五
四
度
二
四
分
一
五
秒
、
六

五
一
ｍ
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
三
四
四
度
二
四
分
一
八
秒
、
三

一
〇
ｍ
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
五
四
度
二
四
分
一
四
秒
、
三
三

八
一
ｍ
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
三
四
四
度
二
四
分
一
八
秒
、
四
六

九
〇
ｍ
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
七
四
度
二
四
分
一
六
秒
、
四
〇

三
三
ｍ
の
地
点

（ ）3

面
積

一
、
九
一
〇

五
五
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

五

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
十
二
年
二
月
二
十
九
日

漁
港
第
二
五
号
の
三

六

閲
覧
場
所

島
根
県
農
林
水
産
部
漁
港
漁
場
整
備
課
、
隠
岐
支
庁
水
産
局
及
び
都
万
村
役
場
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島
根
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、次
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

区
域
の
名
称

臼
井
2

二

土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
二
号
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

号
と
十
二
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

一

区
域
の
名
称

光

二

土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
一
号
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

号
と
十
一
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

一

区
域
の
名
称

雨
川
下

二

土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十
六
号
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

一
号
と
二
十
六
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

一

区
域
の
名
称

末
広
西

二

土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
八
号
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

号
と
十
八
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
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郡

市

町

村

大

字

字

地

番

標

柱

番

号

安
来

切
川

臼
井

一
二
三
六
番
一

一
号

一
二
四
〇
番
一

二
号

一
一
六
八
番
一
〇

三
号

一
二
五
五
番
一

四
号

一
二
五
七
番
一

五
号

大
櫃
山

一
七
七
〇
番
二

六
号

一
七
七
一
番
一

七
号

一
七
七
二
番

八
号

一
七
七
四
番
一

九
号

一
七
七
五
番

十
号

一
七
七
七
番
一

十
一
号

一
七
八
〇
番

十
二
号

郡

市

町

村

大

字

字

地

番

標

柱

番

号

大
原

大
東

大
東

一
五
一
〇
番
三

一
号

二
一
二
〇
番
三

二
号
か
ら
四
号
ま
で

二
一
二
二
番

五
号
及
び
六
号

一
四
九
六
番

七
号
か
ら
十
号
ま
で

一
五
〇
七
番
一

十
一
号

郡

市

町

村

大

字

字

地

番

標

柱

番

号

仁
多

横
田

大
谷

鈩
林

八
六
四
番
一

一
号
及
び
二
号

一
四
三
五
番
一

三
号

八
六
三
番
一

四
号

一
四
三
五
番
一

五
号

一
四
三
五
番
六

六
号
及
び
七
号

一
四
三
五
番
一

八
号
及
び
九
号

鉄
穴
鈩

八
五
六
番
一

十
号
か
ら
十
六
号
ま

で

横
谷

一
四
三
〇
番
二

十
七
号
及
び
十
八
号

鈩
林

一
四
三
五
番
一

十
九
号
か
ら
二
十
三

号
ま
で

一
四
三
五
番
二

二
十
四
号
か
ら
二
十

六
号
ま
で
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一

区
域
の
名
称

上
井
田

二

土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
二
号
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

号
と
十
二
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

一

区
域
の
名
称

稲
荷
町
（
追
加
）

二

土
地
の
表
示

昭
和
六
十
二
年
四
月
十
四
日
島
根
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号
で
指
定
し
た
標
柱
一
号
と
十
三
号
を
結

ん
だ
線
、
次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
十
四
か
ら
十
七
号
ま
で
順
次
に
結
ん
だ
線
、
標

柱
一
号
と
十
七
号
を
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
十
三
号
と
十
四
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

一

区
域
の
名
称

森
原

二

土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十
号
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

号
と
二
十
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

一

区
域
の
名
称

鳥
井

二

土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
七
号
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

平成15年 4 月 8 日 第1,459号島 根 県 報

郡

市

町

村

大

字

字

地

番

標

柱

番

号

大
田

大
田

大
田

城
平

ロ
五
五
六
番
一

一
号

岡
ノ
前

ロ
三
七
七
番
一

二
号
及
び
三
号

城
平

ロ
一
四
八
六
番
一

四
号
か
ら
九
号
ま
で

ロ
五
五
三
番
一

十
号
及
び
十
一
号

ロ
五
五
八
番
一

十
二
号
及
び
十
三
号

大
田
町

ハ
三
三
番

十
四
号

ハ
三
四
番
一

十
五
号

城
平

ロ
五
五
六
番

十
六
号
か
ら
十
八
号

ま
で

郡

市

町

村

大

字

字

地

番

標

柱

番

号

邇
摩

温
泉
津

井
田

イ
四
二
三
番
一

一
号

イ
九
七
二
番
一

二
号
か
ら
三
号
ま
で

イ
九
七
〇
番
一

四
号
か
ら
六
号
ま
で

イ
三
二
六
番
五

七
号

イ
三
二
〇
番
二

八
号

イ
三
二
四
番
四

九
号

イ
三
二
三
番
一
一
地

十
号

先
道
路
敷

イ
四
二
四
番
一

十
一
号

イ
四
二
三
番
一

十
二
号

郡

市

町

村

大

字

字

地

番

標

柱

番

号

邑
智

邑
智

粕
渕

一
〇
一
九
番
八

十
四
号

一
〇
一
九
番
六

十
五
号

二
一
二
番
一

十
六
号
及
び
十
七
号

郡

市

町

村

大

字

字

地

番

標

柱

番

号

江
津

松
川

八
神

五
八
一
番
一

一
号
か
ら
四
号
ま
で

五
七
九
番

五
号

五
七
八
番
一

六
号

五
七
七
番

七
号
及
び
八
号

五
七
六
番
一
〇

九
号
及
び
十
号

五
七
六
番
一
四

十
一
号

一
八
四
番
一

十
二
号

一
八
七
番
二

十
三
号

七
四
三
番

十
四
号

七
二
七
番

十
五
号

一
九
一
番
三

十
六
号

一
九
一
番
四

十
七
号

七
一
九
番

十
八
号

七
一
八
番

十
九
号

一
九
三
番

二
十
号
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号
と
十
七
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

一

区
域
の
名
称

千
原

二

土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
七
号
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
七
号
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

公

告

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
営

業
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

1

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号

佐
藤
産
業

株
式
会
社

2

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仁
多
郡
仁
多
町
三
成
四
四
四－

四

3

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

道
子

4

許
可
番
号

島
根
県
知
事
許
可
（
般－

十
二
）
第
五
九
四
六
号

三

処
分
の
内
容

1

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

土
木
一
式
工
事
の
営
業
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（ ）1

国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公

共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
又
は
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令

第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人
が
発
注
者
で
あ
る
も
の
。

（ ）２

そ
の
建
設
費
に
つ
い
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
等
に
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
（
（ ）1

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
「
補
助
金
等
」
と
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
補
助
金
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の

交
付
す
る
給
付
金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
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郡

市

町

村

大

字

字

地

番

標

柱

番

号

鹿
足

津
和
野

高
峰

梅
木
田

一
五
一
六
番

一
号

尾
嵜

一
九
六
九
番

二
号

山
吹

一
九
六
〇
番

三
号

背
戸
山

一
九
七
二
番
一

四
号

竪
畑

一
九
七
四
番
五

五
号
及
び
六
号

一
九
七
四
番
一

七
号
及
び
八
号

背
戸
山

一
九
七
五
番
二

九
号
及
び
十
号

カ
ケ
ロ

二
五
七
〇
番
一

十
一
号

長
左
エ
門

屋
敷

一
五
六
七
番
二

十
二
号

オ
モ
ン
屋

敷

一
五
六
六
番
内
一

十
三
号

善
六
屋
敷

一
五
六
四
番
一

十
四
号

背
戸

一
五
六
二
番
二

十
五
号

八
王
寺
屋

敷

一
五
五
七
番

十
六
号

山
根

一
五
五
五
番

十
七
号

郡

市

町

村

大

字

字

地

番

標

柱

番

号

鹿
足

津
和
野

寺
田

桑
原

一
一
二
六
番
二

一
号

二
五
二
二
番
一

二
号

家
ノ
後

二
五
二
四
番

三
号

下
千
原

一
一
〇
五
番
二

四
号
及
び
五
号

溝
上

一
一
〇
七
番
二

六
号

桑
原

一
一
二
五
番
一

七
号
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2

期
間

平
成
十
五
年
四
月
七
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日
ま
で

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

建
設
業
法
違
反

（
下
請
契
約
の
締
結
の
制
限
及
び
一
括
下
請
負
の
禁
止
違
反
）

「
佐
藤
産
業
株
式
会
社
」
は
、
土
木
工
事
業
に
つ
い
て
、
島
根
県
知
事
か
ら
一
般
建
設
業
の
許
可

し
か
得
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
金
額

以
上
で
あ
る
下
請
負
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
ま
た
、
「
株
式
会
社
佐
藤
工
務
所
」
に
一
括
し
て

工
事
を
請
け
負
わ
せ
て
お
り
、
建
設
業
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
違
反
し
て
い
た
。

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
営

業
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

1

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号

株
式
会
社

佐
藤
工
務
所

2

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仁
多
郡
仁
多
町
三
成
四
四
四－

一
八

3

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

慎
一

4

許
可
番
号

島
根
県
知
事
許
可
（
般－

十
四
）
第
四
五
八
号

三

処
分
の
内
容

1

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

土
木
一
式
工
事
の
営
業
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（ ）1

国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共

法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
又
は
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四

号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人
が
発
注
者
で
あ
る
も
の
。

（ ）2

そ
の
建
設
費
に
つ
い
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
等
に
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
（
（ ）1
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
「
補
助
金
等
」
と
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
補
助
金
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
交
付

す
る
給
付
金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）

2

期
間

平
成
十
五
年
四
月
七
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日
ま
で

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

建
設
業
法
違
反

（
下
請
契
約
の
締
結
の
制
限
及
び
一
括
下
請
負
の
禁
止
違
反
）

「
株
式
会
社
佐
藤
工
務
所
」
は
、
土
木
工
事
業
に
つ
い
て
、
島
根
県
知
事
か
ら
一
般
建
設
業
の
許

可
し
か
得
て
い
な
い
「
佐
藤
産
業
株
式
会
社
」
か
ら
、
建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令

で
定
め
る
金
額
以
上
で
あ
る
下
請
負
契
約
を
受
注
し
て
い
た
。
ま
た
、
「
佐
藤
産
業
株
式
会
社
」

か
ら
工
事
を
一
括
し
て
請
け
負
っ
て
お
り
、
建
設
業
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
違
反
し
て
い
た
。

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

松
江
圏
都
市
計
画
（
松
江
国
際
文
化
観
光
都
市
建
設
計
画
）
用
途
地
域

二

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課

平成15年 4 月 8 日 第1,459号島 根 県 報



（ 7 ）

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
発
区
域

江
津
市
都
野
津
町
一
一
五
番
地
一

外
一
二
筆

面
積

四
、
三
四
二

〇
三
平
方
メ
ー
ト
ル

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

江
津
市
二
宮
町
神
主
ハ
一
番
地
一
二

株
式
会
社

日
本
海
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

代
表
取
締
役

原

剛
三

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

松
江
圏
都
市
計
画
下
水
道

玉
湯
町
公
共
下
水
道

二

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
下
水
道
推
進
課
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平
成
十
五
年
四
月
八
日
印
刷

平
成
十
五
年
四
月
八
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行
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